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答

弁

第

一

一

号 
   

衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
選
択
的
夫
婦
別
氏
の
法
制
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
一
二
五
第
一
一
号 

平
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十
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月
十
五
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義 
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内
閣
総
理
大
臣 
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喜 
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三 

 
衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
選
択
的
夫
婦
別
氏
の
法
制
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の

(1)
か
ら

(4)
ま
で
に
つ
い
て 

法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
の
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
は
、
学
者
、
法
曹
関
係
者
等
の

学
識
経
験
者
及
び
政
府
関
係
職
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
は
、
平
成
三
年
一
月
二
十
九
日
、
民
法(

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
四
編

｢

親
族｣

の
第
二
章｢

婚
姻｣

の
規
定(
以
下｢

婚
姻
関
係
規
定｣

と
い
う
。
）
全
般
の
見
直
し
を
審
議
事
項
と
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
を
開
始
し
た
が
、
平
成
四
年
十
二
月
一
日
、
そ
れ
ま
で
の
調
査
審

議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
問
題
点
及
び
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
取
り
ま
と
め
た｢

婚
姻
及
び
離
婚
に
関
す
る
見
直

し
審
議
に
関
す
る
中
間
報
告(

論
点
整
理)｣(

以
下｢

中
間
報
告｣

と
い
う
。
）
を
事
務
当
局
に
お
い
て
公
表
し
て
各

界
に
意
見
照
会
を
す
る
こ
と
と
し
た
。 



一
の

(5)
か
ら

(7)
ま
で
に
つ
い
て 

中
間
報
告
は
、
婚
姻
関
係
規
定
の
う
ち
見
直
し
を
求
め
る
意
見
が
あ
る
大
部
分
の
論
点
に
つ
き
、
現
行
の
制

度
を
維
持
す
る
意
見
と
こ
れ
に
対
し
て
見
直
し
を
求
め
る
意
見
と
を
簡
単
な
理
由
を
付
し
て
、
併
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
意
見
の
併
記
は
、
意
見
の
多
少
や
軽
重
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

前
記
身
分
法
小
委
員
会
に
お
け
る
審
議
事
項
が
婚
姻
関
係
規
定
全
般
の
見
直
し
と
さ
れ
た
の
は
、
最
近
の
社

会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
各
方
面
か
ら
婚
姻
及
び
離
婚
法
制
の
見
直
し
を
求
め
る
声
が
強
く
な
っ
て
き
た

こ
と
等
に
よ
る
。 

法
制
審
議
会
の
最
終
答
申
の
時
期
の
見
込
み
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
述
べ
る
こ
と
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は

困
難
で
あ
る
。 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
に
お
い
て
は
、
意
見
照
会
に
対
す
る
回
答
を
踏
ま
え
て
、
調
査
審
議
を
続
行
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
る
。 

四 

 



四
の

(2)
に
つ
い
て 

四
の

(1)
に
つ
い
て 

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て 

夫
婦
が
別
氏
を
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時

点
に
お
い
て
、
戸
籍
制
度
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
加
え
、
政
府
の
方
針
を
決
定
す
る

予
定
で
あ
る
。 

法
制
審
議
会
の
最
終
答
申
の
時
期
が
明
ら
か
で
な
い
現
段
階
に
お
い
て
は
、
改
正
法
案
の
国
会
提
出
時
期
等

に
つ
い
て
具
体
的
な
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

選
択
的
夫
婦
別
氏
の
法
制
化
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
の
調
査
審
議
の
結

果
等
を
踏
ま
え
て
、
政
府
の
方
針
を
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。 

子
の
氏
の
変
更
の
許
否
に
つ
い
て
は
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
適
切
な
判
断
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て 

五 

 



六
の

(2)
に
つ
い
て 

六
の

(1)
に
つ
い
て 

児
童
の
相
続
分
は
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約(

第
百
二
十
三
回
国
会
条
約
第
九
号)

に
お
い
て
権
利
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

戸
籍
等
の
続
柄
の
記
載
に
設
け
ら
れ
て
い
る
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
と
の
記
載
方
法
の
違
い
は
、
国
民
の
身
分

関
係
を
正
確
に
登
録
し
、
公
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
必
要
最
小
限
の
合
理
的
な
差
異
で
あ
り
、
同
条
約
で

禁
じ
ら
れ
て
い
る
差
別
に
は
当
た
ら
な
い
。 

法
制
審
議
会
は
、
婚
姻
関
係
規
定
全
般
の
見
直
し
を
優
先
し
て
お
り
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
事
項
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
未
定
で
あ
る
。 

い
る
。 

な
お
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約(
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
七
号)

第
四
十
条

4
に
基
づ 

六 

 



六
の

(4)
に
つ
い
て 

六
の

(3)
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

き
採
択
さ
れ
た
一
般
的
性
格
を
有
す
る
意
見
は
、
同
規
約
第
四
十
条

1
に
基
づ
く
報
告
手
続
の
改
善
及
び
同
規

約
の
実
施
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
締
約
国
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
同
規
約
に
つ
い
て
の
解
釈

を
示
す
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
。 

現
行
の
戸
籍
制
度
は
、
国
民
の
身
分
関
係
を
正
確
に
登
録
し
、
公
証
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
、
そ
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
利
便
と
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
調
和
に
慎
重
な
配
慮
が
図

ら
れ
て
お
り
、
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

選
択
的
夫
婦
別
氏
の
法
制
化
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
各
種
の
提
言 

現
段
階
に
お
い
て
は
、
戸
籍
制
度
全
体
を
見
直
す
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。 

七 

 



 

八 

は
も
ち
ろ
ん
、
各
界
の
意
見
、
世
論
の
動
向
や
法
制
審
議
会
の
今
後
の
調
査
審
議
を
踏
ま
え
て
適
切
に
対
応
す

る
所
存
で
あ
る
。 




